
ＺＥＢプランナー・ポータルサイト・マニュアル 

平成３０年度 
ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ＺＥＢ）実証事業 

《はじめにお読みください》 

▼「ＺＥＢプランナー登録公募要領」及び「よくあるご質問」をご確認ください。 
アカウント取得申込を行う前に、一般社団法人環境共創イニシアチブ（以下「ＳＩＩ」という）の 
ホームページに掲載されている該当ページを必ずご確認ください。 

▼ＺＥＢプランナー・ポータルサイトについて 
ＺＥＢプランナー登録申請に際して、書類の一部をＷｅｂ上のＺＥＢプランナー・ポータルサイトで 
作成します。 
ポータルサイトに入力した情報は、ＳＩＩのデータベースに登録され、登録申請の確認の過程で 
活用されます。 
「ＺＥＢプランナー登録公募要領」及び本マニュアル等を参照し、ポータルサイトに必要項目を 
正しく入力してください。 
※入力した内容と、出力した書類に記載された内容が一致することを必ず確認してください。 
※ポータルサイトの入力が終わっても、ＺＥＢプランナー登録申請は完了していません。          

書類の出力後、他の提出書類と併せてＳＩＩに送付してください。 

 
ＺＥＢプランナー登録申請者がＳＩＩに提出する書類は、 

いかなる理由があってもその内容に虚偽の記述を行ってはいけません。 

◆問合せ先 

一般社団法人 環境共創イニシアチブ 審査第二グループ 
ＺＥＢお問合せ窓口 

ＴＥＬ：０３－５５６５－４０６３ 
電話受付時間 １０：００～１２：００、１３：００～１７：００ 
（土曜、日曜、祝日、年末年始を除く） 
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１．ＺＥＢプランナー公募・公表の手順 

ＺＥＢプランナーの公募から公表までの手順は、以下の流れに沿って行います。 
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［１］はじめに 

（１） 公募 
ＳＩＩは以下の期間でＺＥＢプランナーを公募します。 

公募期間： ２０１８年４月５日（木） ～ ２０１９年１月３１日（木） １７：００必着 

・交付申請締切前の初回公表日（５月１日（火））にＺＥＢプランナーの登録を希望する場合は、           
４月１８日（水）１７：００必着で、申請書類が到着するように送付してください。 
ただし、書類に不備等がある場合には、上記期日までに申請された場合でも、当該公表日に公表できないこと
があるので、注意してください。 

・交付申請の時点でＺＥＢプランナーの登録申請中であっても、ＺＥＢプランナーが関与しているものとみなします。   
ただし、交付決定までにＺＥＢプランナー登録が完了することを前提とし、そうでない場合は申請が取下げとなるので
注意してください。 

（２） ポータルサイト・アカウント取得申込～アカウントの付与 
ＺＥＢプランナーの登録申請は、ＳＩＩがＷｅｂ上に設置するポータルサイトを活用して行ってください。 
ＳＩＩホームページに設置したアカウント取得の申込書類に必要情報を入力し、手続きを行ってください。 
アカウント取得申込後、登録したメールアドレス宛にアカウント情報（ユーザー名、初期パスワード）が通知されます。 

Ｈ３０年度ＺＥＢ補助金（１次公募）の申請にＺＥＢプランナーが関与する場合 

（２）ポータルサイト・アカウント
取得申込 

（１）公募 

ＺＥＢプランナー公募～公表まで 

（３）ポータルサイトへの情報入力 

（６）ＺＥＢプランナー登録証の交付 

（４） 
内容の確認 

（６）ＺＥＢプランナーの公表 

 
ＳＩＩ 

 
ＺＥＢプランナー 

（５） 
内容の確認 

ポータルサイト・アカウント付与 

（４）ＺＥＢプランナー登録申請 
（入力した内容の出力と申請書類の送付） 
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（３）ポータルサイトへの情報入力  
アカウント通知メールに記載されているＺＥＢプランナー・ポータルサイトのＵＲＬにアクセスし、取得したアカウント情
報（ユーザー名、初期パスワード）でログイン後、必要事項を入力してください。 

（４） ＺＥＢプランナー登録申請 
ＺＥＢプランナー・ポータルサイトの入力が完了したら、ポータルサイト上で生成されるＰＤＦを出力してください。 
出力した様式の必要箇所に押印し、他の提出書類（本マニュアルＰ．１７、Ｐ．１８）と併せてＳＩＩが指定する方法で
ファイリングのうえ、ＳＩＩへ送付してください。 
なお、申請書類一式は原本の写しを控えとして手元に必ず保管してください。 
※ 押印は必ず法人の「代表者印」で行ってください。 

（５）内容の確認 
ＳＩＩは、公募期間中に届いたＺＥＢプランナー登録申請内容について確認を行います。 
確認完了後、ＳＩＩのホームページで公表する「ＺＥＢプランナー登録票」「ＺＥＢ相談窓口一覧」をＳＩＩが作成し、ポー
タルサイトにアップロードしますので、確認を行ってください。 

（６）ＺＥＢプランナー登録証の交付と公表 
ＳＩＩは、確認が完了し、適正であると認めた登録申請者に対して、ＺＥＢプランナー登録証を交付します。 
また、確認の結果は登録の可否に係わらず申請者に通知します。 
ＺＥＢプランナーの公表は、ＳＩＩホームページにて随時行います。 
なお、初回の公表は以下の期日とします。 

初回公表：２０１８年５月１日（火）・・・ 初回公表対象の申請締切：２０１８年４月１８日（水）１７：００必着 
※申請書の到着などに関する個別のお問合せについては、一切応じられませんのであらかじめご了承ください。 
 

 
詳しくは「ＺＥＢプランナー登録公募要領」をご覧ください。 

［１］はじめに 

２．ＺＥＢプランナー・ポータルサイト推奨環境 

〔推奨ソフトウェア〕  
Adobe Reader等のPDF閲覧ソフト  

 
〔推奨ブラウザ〕 
Microsoft Internet Explorer 最新の安定バージョン 
Mozilla Firefox 最新の安定バージョン 
Google Chrome 最新の安定バージョン  



（１）アカウント申込書のダウンロード 
ＳＩＩホームページ（https://sii.or.jp）にアクセスし、「事業一覧」より、「ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB）実証事
業」を選択し、事業トップページに移動します。  
「ＺＥＢプランナー公募」下段「ＺＥＢプランナー・ポータルサイト・アカウント申込書」のエクセルデータをダウンロードし
てください。 

（２）アカウント申込書をＳＩＩへ提出 
必要事項を入力した「ＺＥＢプランナー・ポータルサイト・アカウント申込書」のエクセルデータをメールにて、     
ＳＩＩに提出してください。 

【提出先】 

「zeb-info＠sii.or.jp」 
※メールを受信した旨の返信は行っておりませんので、ご了承ください。 

１．アカウント取得申込手続きの手順 
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ＺＥＢプランナー・ポータルサイトを利用するには、アカウント取得申込を行っていただく必要があります。  
アカウント取得申込を行うと、数営業日以内にポータルサイトのログインに必要なアカウント情報（ユーザー名、初
期パスワード）がメールで通知されます。 

［２］アカウントの取得 

 「記入例」のシートを参考に、黒文字で入力してください。 

  ページの最下部にある「ＺＥＢプランナー・ポー 
 タルサイト・アカウント申込書」をダウンロードして 
 ください。 

 [ＺＥＢプランナー公募】をクリック 
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［２］アカウントの取得 

（３）アカウントの通知 
アカウントの申込を行ってから数営業日以内に、登録したメールアドレスにアカウント通知メールが送信されます。 
メール内にはアカウント情報（ユーザー名、初期パスワード）が記載されています。 
アカウント通知メール本文の登録ＵＲＬにアクセスすると、ログイン画面へ移動します。 

（４）ポータルサイトへのログイン・初期パスワードの変更 
メール内に記載のアカウント情報(ユーザー名、初期パスワード）を利用してログインしてください。 
初回のログイン後、「初期パスワード」がリセットされ、新しいパスワードへの変更画面へ移ります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
〔パスワード変更手順〕 
①新しいパスワードを入力します。（英数字8文字以上） 
②確認のため、もう一度①で入力したパスワードを入力します。 
③①と②が一致すると、新しいパスワードが設定されます。 
※新しいパスワードが設定されると「初期パスワード」は使用できなくなります。 
  変更後のパスワードの取り扱いには十分ご注意ください。 

２．アカウント取得の注意事項 

（１）アカウント通知メールが届かない場合 
 アカウント情報（ユーザー名、初期パスワード）記載のアカウント通知メールが届かない場合、以下の原因が 
 考えられます。 

・アカウント申込書に誤ったメールアドレスを記入している                                   
ＳＩＩへお問合せください。 

・特定ドメインの受信許可/拒否設定をしている 
「noreply@salesforce.com」からのメールを受信できるよう、あらかじめ設定してください。 

（２）「ユーザー名」を忘れてしまった場合 
 ＳＩＩへお問合せください。 

（３）「パスワード」を忘れてしまった場合 
 再発行が必要です。 ログインページより再発行の手続きを行ってください。  

〔パスワード再発行の手順〕 
①ログインページの「パスワードをお忘れですか？」を選択します。  
②「ユーザー名」を入力します。  
③登録したメールアドレスに再発行された「パスワード」が通知されます。  

 

初回ログイン後、
パスワード変更
画面へ移動 



１．タブ構成 
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［３］申請情報の登録 

２．登録申請者情報の入力 

ＺＥＢプランナー・ポータルサイトのホーム画面です。 1 

ご自身の登録情報の確認、申請書類の出力、仮保存しているデータの編集を行えます。 ２ 

新規のＺＥＢプランナー登録申請情報の入力を行います。 
入力した情報から申請書類（ＰＤＦ）が出力できます。 

３ 

現在ログインしているアカウントでのログインを終了し、ログイン画面に戻ります。 ４ 

1 ２ ３ 

４ 

※入力内容を保存する前にブラウザの[戻る]ボタンを押したり、ページ内の[戻る]を選択したりすると、入力した内容が保存されず
消えてしまう場合がありますので、ご注意ください。 

※[確認]を選択した際、必須情報で未入力の項目や入力内容に誤りがあった場合はエラーが表示され、登録の完了ができません。
エラー内容に従って修正してください。なお、エラーがあっても「仮保存」は可能です。 

[ＺＥＢ_プランナー_作成]タブを選択し、
入力を開始します。 

入力途中で一時保存する場合、
[仮保存]を選択してください。 

入力完了後、[確認]を選択してくだ
さい。 

<<入力画面>> 



略称等を使用せず商業登記簿に記載のとおりに「法人名フリガナ」「法人名」を全角で入力してください。 

国税庁のホームページ「法人番号公表サイト」で公表されている「法人番号」を半角数字（１３桁）で入力し
てください。 

略称等を使用せず商業登記簿謄本に記載のとおりに「代表者役職」「代表者氏名フリガナ」「代表者氏名」
を全角で入力してください。 

商業登記簿に記載のとおりに「所在地」を入力してください。 
半角数字で「郵便番号」を入力後、[郵便番号検索]をクリックすると、都道府県、市区町村が自動反映 
されます。 

〔業種_大分類〕を選択後、〔業種_中分類〕を選択できます。 
詳しくは総務省ホームページ「日本標準産業分類」を参考にしてください。 
「定款」に記載の主たる「業種」をプルダウンから選択してください。 
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［３］申請情報の登録 

※開発中の画面のため、実際と異なる場合があります。 
※「*」印は入力必須項目です。 

１ 登録申請者情報 

１-１ 

１ｰ２ 

１ｰ３ 

１ｰ４ 

１ｰ５ 

１－６ 

１ｰ２ 

１-１ 

１ｰ３ 

１ｰ４ 

１ｰ５ 

１－６ 

１ 
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［３］申請情報の登録 

「実務担当者氏名フリガナ」「実務担当者氏名」を全角で入力してください。 

実務担当者と送付物の授受が可能な住所を入力してください。半角数字で「郵便番号」を入力後、[郵便
番号検索]をクリックすると、都道府県、市区町村が自動的に反映されます。 

実務担当者と連絡が可能な「電話番号」を半角数字で入力してください。 

携帯電話のメールアドレスは使用できません。 

商業登記簿に記載のとおりに「役員氏名カナ」「役員氏名」を全角で入力してください。また、外国人につい
ては、氏名漢字欄は商業登記簿に記載のとおりに記入し、氏名カナ欄はカナ読みを記入してください。 
（区切りに中黒等の記号がある場合、氏名カナ欄には入力せず、氏名漢字欄は入力してください。） 

和暦をプルダウンから選択し、年月日を全角数字２桁で入力してください。 例：１月→０１ 

性別をプルダウンから選択してください。 

商業登記簿に記載のとおりに「役職名」を入力してください。 

２ｰ２ 

２-１ 

２ｰ３ 

２ｰ４ 

ＺＥＢプランナー登録申請について内容を理解しており、ＳＩＩからの問合せに対応できる方を実務担当
者としてください。ＳＩＩからの送付物、電話連絡、メール等は全て担当者経由で行われます。 ２ 実務担当者情報 

２ｰ２ 

２-１ 

２ｰ３ 

２ｰ４ 

役員を５名以上入力する場合、[プラ
ンナー役員追加]を選択すると入力
フォームが５件追加されます。 

３ｰ２ ３-１ ３ｰ３ ３ｰ４ ３ｰ５ 

役員名簿 商業登記簿に記載されている全ての役員を入力してください。 ３ 

３ｰ２ 

３-１ 

３ｰ３ 

３ｰ４ 

３ｰ５ 

２ 

３ 



保有する許可登録等の情報を「許可証」「登録証」に記載されている名称で正確に入力してください。 
登録種別で「設計」を選択した場合…必ず「建築士事務所登録」の情報を入力してください。 
登録種別で「設計施工」を選択した場合…必ず「建築士事務所登録」と「建設業登録関連」の情報を入力してください。 

「許可証」「登録証」に記載されている「許可番号」「登録番号」を正確に入力してください。 
例：東京都知事許可(般-00)第00000号 

一級 東京都知事登録 第00000号 
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［３］申請情報の登録 

保有する免許・資格等の情報を「免許証等」に記載されている名称で正確に入力してください。 
登録種別で「設計」を選択した場合…必ず「建築士資格」の情報を入力してください。 
登録種別で「設計施工」を選択した場合…必ず「建築士資格」と「施工資格関連」の情報を入力してください。 

保有者数を半角数字で入力してください。 

登録種別は複数の項目を選択できます。 
ＺＥＢプランナーとして対応可能な種別にチェックを入れてください。 
※「設計」「設計施工」を選択した場合、登録種別に合う「許可登録」「保有免許」を必ず入力してください。 

（ 参照 ） 

６ ＺＥＢプランナー情報-登録種別 

４ ５ 

６ 

５ 

４ 

４ｰ２ ４-１ 

５ｰ２ ５-１ 

４ 資格情報-主な許可登録 

４ｰ２ 

４-１ 

５ 資格情報-主な保有免許 

５ｰ２ 

５-１ 
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［３］申請情報の登録 

 

 

８ 

全角４００文字以内で「ＺＥＢ受注に向けた自社の行動計画」を入力してください。 

８ ＺＥＢ受注に向けた自社行動計画 

９ 

ＺＥＢ以外の省エネ建築物（ＢＥＩ０．９以下相当、実在するものに限る）のプランニング実績件数を半角数字
で入力してください。 
※建築確認済証の交付を受け、かつＺＥＢプランナーの登録要件を満たしている建築物であれば、竣工前

の建築物も省エネ建築物プランニング実績に含めて構いません。 

９ ＺＥＢ以外の省エネ建築物プランニング実績数 

複数選択可能です。該当の項目にチェックを入れてください。 

複数選択可能です。該当の項目にチェックを入れてください。 

「延床面積「 」㎡まで対応可能」を選択した場合、対応可能な㎡数を半角数字で入力してください。 

７-２ 

７-１ 

７-３ 

７ 対応可能なエリアと建物用途・規模 

７-２ 

７-１ 

７-３ 

７ 
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［３］申請情報の登録 

 

 

登録する建築物の名称を入力してください。 

プルダウンより選択してください。該当の項目がない場合は登録できません。 

半角数字で入力してください。（少数点以下切り上げ） 

地上階のみ半角数字で入力してください。地下階と塔屋は含めないでください。 

「竣工年」を半角数字（西暦）で入力してください。既存建築物の場合、ＺＥＢ工事が完了した年を指します。 

Ｗｅｂ計算プログラムの計算結果を半角数字で入力してください。（小数点以下切り捨て） 

Ｗｅｂ計算プログラムの計算結果に応じて「ＺＥＢランク」をプルダウンから選択してください。 
Ｗｅｂ計算プログラム以外の方法（ＢＥＳＴ等）で計算した省エネ建築物の場合、ＺＥＢランクは「『ＺＥＢ』
（※）」「Ｎｅａｒｌｙ ＺＥＢ（※）」「ＺＥＢ Ｒｅａｄｙ（※）」のいずれかを選択してください。 

１０ ＺＥＢプランニング実績 

１ 

１０-２ 

１０-６ 

１０-１ 

１０-３ 

１０-４ 

１０-５ 

１０-７ 

１０-１ １０-３ １０-４ １０-２ １０-５ １０-７ １０-６ 

ＺＥＢプランニング実績を５件以上入
力する場合、[プランニング実績追加]
を選択すると入力フォームが５件追加
されます。 

※上位５件はＳＩＩのホームページで公表され、６件目以降は件数のみ公表されます。 
※建築確認済証の交付を受け、かつ『ＺＥＢ』、Ｎｅａｒｌｙ ＺＥＢ、ＺＥＢ Ｒｅａｄｙ であることを示す省エネ性能表示（ＢＥＬＳ等）を取

得している建築物であれば、竣工前の建築物もＺＥＢプランニング実績に含めて構いません。 

半角数字で「郵便番号」を入力後、[郵便番号検索]をクリックすると、都道府県、市区町村が自動的に 
反映されます。 

建築主等からの問合せに対応できる連絡先を半角英数字で入力してください。 

「自社のＺＥＢまたは省エネ建築物支援業務の実績を自社ホームページ等で公表する」がＺＥＢプランナー
登録要件のひとつであるため、ＵＲＬの入力は必須です。 

ＳＩＩホームページにて代表で公表する「相談窓口」を入力してください。 ＺＥＢ相談窓口（代表） １１ 

１１-１ 

１１-２ 

１１-３ 

１１-１ 

１１-２ 

１１-３ 

１０ 

ＺＥＢ（ＺＥＢ Ｒｅａｄｙ 以上）を達成した建築物の建築実績を入力してください。 
ＺＥＢの定義については「ＺＥＢプランナー登録公募要領」をご確認ください。 

１１ 
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［３］申請情報の登録 

 

ＺＥＢ相談窓口（代表）以外にも、ＺＥＢ相談窓口を公表する場合は「ＺＥＢ相談窓口（その他）」を入力してくださ
い。 
※グループ会社を「ＺＥＢ相談窓口」として登録する場合、ＳＩＩホームページのプランナー公募より「役員名簿」の

エクセルデータをダウンロードし、グループ会社の「役員名簿」を作成してください。 

半角数字で「郵便番号」を入力後、[郵便番号検索]をクリックすると、都道府県、市区町村が自動反映 
されます。 

建築主等からの問合せに対応できる連絡先を半角英数字で入力してください。 

ＺＥＢ相談窓口（その他） 

１２-１ 

１２-２ 

１２ 

入力完了 

[確認]を選択してください。 

入力内容を修正する場合、
[戻る]を選択してください。 

<<入力内容確認画面>> 

入力を終了する場合、[保
存]を選択してください。 

１２-１ 

１２-２ 

ＺＥＢ相談窓口（その他）を５件以上入
力する場合、[相談窓口追加]を選択
すると入力フォームが５件追加されま
す。 

１２ 



（１）入力内容の確認  
入力内容に不備がないか確認してください。 

 

（２）ＰＤＦサンプルの出力、内容の確認 
ＰＤＦサンプルを出力し、入力した内容が正しく反映されているか確認してください。 
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［３］申請情報の登録 

３．保存後の書類出力・登録完了 

（定型様式１） 
ＺＥＢプランナー登録申請書 

（別紙２） 
ＺＥＢプランナー登録に係わる誓約書 

（別紙３） 
暴力団排除に関する誓約事項 

<<詳細確認・出力画面>> 

入力内容に修正がある場合、[編集]
を選択してください。 

ＰＤＦサンプルを出力できます。 

承認ステータスが「仮登録」になっ
ていることを確認してください。 

まだ[入力完了]は選択しないでください。
データ修正ができなくなります。 

※「（仮）」の背景付きで表示される書類は印刷イメージの確認用であり 
申請書類ではありませんので注意してください。 

保存後、入力内容の確認とＰＤＦ出力サンプルを確認することができます。 

（定型様式２） 
ＺＥＢプランナー公開情報 

（定型様式２） 
ＺＥＢプランニング実績 

（定型様式２） 
ＺＥＢ相談窓口一覧 

（別紙１） 
役員名簿 



（３）入力完了 
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［３］申請情報の登録 

不備がなければ 
[入力完了]を選択してください。 

承認ステータスが「申請書提出」に
なっていることを確認してください。 

※仮登録中・入力完了後に登録情報を確認する場合、以下の手順で行ってください。 

<<ＺＥＢプランナー検索画面>> 

ホーム画面で「ＺＥＢ_プランナー_検索」 
タブを選択すると、登録情報が表示され
ます。 

[詳細]を選択し、詳細画面へ移動します。 
「仮登録」中は詳細画面から編集できます。 
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［４］書類の提出 

 

 

１．書類の印刷 

（１）書類の印刷  
ＰＤＦ出力の上、印刷してください。 
※ＰＤＦが出力されない時は、ポップアップがブロックされている場合があります。 

その場合はポップアップブロックを解除してください。 

【押印が必要な書類】 
①ＺＥＢプランナー登録申請書 
②ＺＥＢプランナー登録に係わる誓約書 
※ 法人の「代表者印」を押印してください。 

（２）提出書類 
提出書類一覧（本マニュアルＰ．１７、Ｐ．１８）のチェック欄を使用し、提出書類が全て揃っているか確認してくださ
い。 

<ＺＥＢプランナ―登録申請書> <ＺＥＢプランナ―登録に係わる誓約書> 

押印 

押印 



［４］書類の提出（提出書類一覧） 

 ＺＥＢプランナー登録申請には、以下の書類が必要となります。 
 ※ 「＊」印がついた書類は、ポータルサイトから出力されます。 

No. インデックス名 様式 
必須● 
該当○ 

申請書類名 備考 
チェック

欄 

１ 

①登録申請書 指定 

● 
（定型様式１） 
ＺＥＢプランナー登録申請書＊ 

法人の「代表者印」を押印 

２ ● 
（定型様式１） 
申請者の詳細＊ 

３ ● 
（別紙１） 
役員名簿＊ 

グループ会社を「ＺＥＢ相談窓
口」として登録する場合、ＳＩＩ
ホームページのＺＥＢプランナー
公募より「役員名簿」のエクセル
データをダウンロードし、グルー
プ会社の「役員名簿」を作成の
上、提出してください。 

４ ● 
（別紙２）  
ＺＥＢプランナー登録に係わる誓約書 
＊ 

誓約事項を全て確認し、 
記載内容について了承の上、
提出してください。 
法人の「代表者印」を押印 

５ ● 
（別紙３） 
暴力団排除に関する誓約事項＊ 

誓約事項を全て確認し、 
記載内容について了承したうえ
で、提出してください。 

６ 

②ＺＥＢプラン
ナー公開情報 

指定 

● 
（定型様式２） 
ＺＥＢプランナー情報＊ 

７ ● 
（定型様式２） 
ＺＥＢプランニング実績＊ 

８ ○ 
（定型様式２） 
ＺＥＢ相談窓口一覧＊ 

複数の相談窓口を登録する場
合に提出してください。 

９ ③会社概要 
自由 
書式 

● 会社概要書 
・「会社名」「所在地」が含まれ 
 ること。 
・パンフレット、ＨＰでも可 
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No. インデックス名 様式 
必須● 
該当○ 

申請書類名 備考 
チェック

欄 

１０ ④商業登記簿 写し ● 
商業登記簿 
（現在事項全部証明書） 

申請日から３カ月以内に発行 
されたものを提出してください。 

１１ 
⑤各種許可証・ 
登録証 

写し ○ 

各種許可証・登録証の写し 
建設業許可証 
特定建設業許可証 
建築士事務所登録証等 

・[主な許可登録］に入力した、
各種許可証・登録証の写しを
提出してください。登録種別
で「設計」「設計施工」を選択
した場合は、必要な許可証・
登録証の写しは必須です。 

・登録種別が「コンサルティング
等」で、許可証・登録証を有し
ていない場合は提出不要です。 

・「保有免許」については提出
不要です。 

（白黒コピー可） 

１２ 
⑥省エネ建築物
のプランニング
実績関連資料 

写し ● 

◆省エネ法に基づくエネルギーの 
 効率的利用のための措置の届出、 
 建築物省エネ法に基づく計画の 
 届出を行った、又は同法による 
 適合性判定を受けたことがわかる 
 書類の写し等 

◆ＢＥＩ ０.９以下相当の建築物として 
 ＺＥＢ実証事業等の補助金事業の 
 交付を受けたことを示す通知等の 
 写し 

◆国、地公体等から発行された、ＢＥＩ  
 ０.９以下相当の省エネ建築物で 
 あることを示す証書の写し 

◆建築物省エネ法第７条に基づく 
 省エネ性能表示（ＢＥLＳ等、第三 
 者認証を受けているものに限る）の 
 省エネルギー性能評価認証の写し 

・左記のいずれか、省エネ建築
物（ＢＥＩ０．９以下相当、実在
するものに限る）のプランニン
グ実績を示す資料をひとつ提
出してください。 

・複数実績がある場合は、その
うちひとつの代表的な実績の
資料を提出してください。 

・ＺＥＢプランニング実績がある
場合は、優先してそのうちひと
つの実績の関連資料を提出し
てください。 

（白黒コピー可） 

１３ 
⑦事業の実施
体制図 

自由 
書式 

● 

⑥省エネ建築物のプランニング実績
関連資料に係わる事業の実施体制図 
（自社がプランニングに係わっていることを
示す実施体制図） 

・「省エネ建築物名」を実施体
制図の欄外に明記してくださ
い。 

・実施体制図内に「自社の法人
名」「自社と建築主の関係性
（設計、施工、コンサルティン
グ等）」を明記してください。 

・自社を赤枠で囲う等、わかり
やすく明記してください。 

１４ ⑧公表資料 
自由 
書式 

● 
ＺＥＢプランニング実績又は省エネ建
築物プランニング実績公表資料 

「ホームページ等のＷｅｂペー
ジでＺＥＢ又は省エネ建築物プ
ランニング実績が掲載されてい
る箇所を印刷したもの」及び「会
社案内」等 

  

写 

写 
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写 

写 

or 

or 

or 

写 写 写 

＋ 

写 
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［４］書類の提出 

 

 

（３） ファイリング 
ポータルサイトより出力した申請書類と他の提出書類と併せて必ず指定の方法でファイリングをしてください。 
※原本の写しを控えとして手元に必ず保管してください。 

 

「申請書類一覧」に記載する順番で書
類を綴じ、「インデックス名」に準じてイ
ンデックスを上下重ならないように付け
てください。 

【インデックスの付け方見本】 

①
登
録
申
請
書 

③
Ｚ 

②
Ｚ
Ｅ
Ｂ
プ
ラ
ン
ナ
ー 

 

公
開
情
報 

【
Ｈ 

年
度
】
Ｚ
Ｅ
Ｂ
プ
ラ
ン
ナ
ー
登
録
申
請
書 

●
●
●
●
株
式
会
社 

30 

固定式クリアポケットの 
ファイル（Ａ４）を使用してください。 

背表紙の上１/2程度の 
スペースのうち、上部を 
２ｃｍ程度空け、 
「【H３０年度】ＺＥＢプラン
ナー登録申請書」 と明記
してください。 

背表紙の下１/2程度の
スペースを使用し、 
申請者名（法人名等）
を明記してください。 

表紙が透明なファイルを使用してください。 

◆書類は、提出書類一覧（本マニュアルＰ．１７、Ｐ．１８）のＮｏ．（ナンバー）ごとに１ポケットに入れてください。 

◆ファイルの表紙、裏表紙には何も記載しないでください。 

（４）書類の提出 
申請書類一式のファイリング完了後、ＳＩＩへ送付してください。 

【提出先】 

  〒１０４-００６１ 東京都中央区銀座２-１６-７ 恒産第３ビル７階  

  一般社団法人 環境共創イニシアチブ 審査第二グループ 

   『平成３０年度 ＺＥＢプランナー登録』申請 係 

   ※封筒に「平成３０年度 ＺＥＢプランナー登録申請書在中」と必ず記入してください。      

 

【発送の注意事項】 

※ＳＩＩから申請者に対して申請書を受け取った旨の連絡はいたしません。 
また、申請書到着に関するお問合せへの対応はできかねますので、 
必ず各自で配送状況が確認できる手段（簡易書留等）で送付してください。 

※申請者がＳＩＩに送付する申請書は「信書」に該当するものが含まれることから、 
郵便物・信書便物以外の荷物扱いで発送できませんので注意してください。  

※申請書の持込みは受理しませんので注意してください。 

※送付宛先には略称「ＳＩＩ」を使用しないでください。 

公募期間 
２０１８年４月５日（木）～ 
２０１９年１月３１日（木） 

１７：００必着 
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［５］登録証交付・公表・計画変更 

 

 

１．ＺＥＢプランナー登録票ＰＤＦの確認 

（１）ＺＥＢプランナー登録票ＰＤＦの確認 
確認完了後、ホームページ公表用の「ＺＥＢプランナー登録票」「ＺＥＢ相談窓口一覧」のＰＤＦをＳＩＩが作成し、ポー
タルにアップロードします。申請者は内容に間違いがないか確認してください。 

[ＺＥＢ_プランナー_検索]タブを選択し
て、登録情報を表示してください。 

[詳細]を選択し、詳細
画面へ移動します。 

内容を確認してください。 

承認ステータスが「登録票確認中」に
なっていることを確認してください。 

ページの最下部の添付ファイルを選
択してください。 

<ＺＥＢプランナ―登録票> <ＺＥＢ相談窓口一覧>※複数ある場合のみ 

（２）ＺＥＢプランナー登録票ＰＤＦ確認完了 
内容に間違いがなければ、[登録票確認完了]を選択してください。ＰＤＦは控えとして保管してください。 

内容に不備がなければ、[登録票確
認完了]を選択してください。 



（１）ＳＩＩへ連絡 
計画変更が発生したら、ＳＩＩまで連絡してください。変更内容に応じて、必要書類を案内します。 
 

（２）申請書類のダウンロード 
ＳＩＩホームページ（https://sii.or.jp）にアクセスし、 
「ＺＥＢプランナー公募」ページに設置されている「ＺＥＢプランナー登録 計画変更相談票」のエクセルデータを 
ダウンロードしてください。 
 

（３）申請書類の作成・提出 
記入例に従って「ＺＥＢプランナー登録 計画変更相談票」を作成し、押印の上、ＳＩＩまで郵送してください。 
※「ＺＥＢプランナー登録 計画変更相談票」への押印は担当者印や会社印で可とします。 
※提出先は本マニュアルＰ．１９を参考にしてください。 
※封筒に「平成３０年度 ＺＥＢプランナー登録変更書類在中」と必ず記入してください。 
※配送状況が確認できる手段（簡易書留等）で送付してください。 
 

（４）公表 
ＳＩＩホームページの掲載情報が修正となる場合、原則ＳＩＩが不備のない本書類の原本を受領した日以降のＺＥＢ 
プランナー公表日に合わせて、変更内容をホームページに反映いたします。 
※不備があった場合はこの限りではありませんので、あらかじめご了承ください。 
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４．計画変更について 

登録完了後、登録情報の変更、ＺＥＢプランニング実績・ＺＥＢ以外の省エネ建築物のプランニング実績を追加
する場合、「計画変更」の申請が必要となります。 

登録証の交付 
「ＺＥＢプランナー登録証」は、実務担当者へ送付します。 
再発行できかねますので、大切に保管してください。 

承認ステータスが[登録票確認完了]
になっていることを確認してください。 

ＳＩＩでは内容の確認が完了し、適正であると認めた登録申請者に対して「ＺＥＢプランナー登録証」を交付します。
また、確認の結果は登録の可否に係わらず申請者に通知します。 

２．ＺＥＢプランナー登録証の交付 

３．公表 

ホームページへの公表 
ＳＩＩのホームページでは初回公表日以降、原則月1回・毎月最終金曜日にＺＥＢプランナーが公表されます。 
なお、公表日のお問合せには対応できかねます。各自ＳＩＩのホームページで確認してください。 


